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近
代
日
本
研
究
第
三
十
九
巻
（
二
〇
二
二
年
度
）

特
集

日
英
同
盟
再
考

イ
ギ
リ
ス
王
室
か
ら
見
た
日
英
同
盟

君

塚

直

隆

は
じ
め
に

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
一
月
に
締
結
さ
れ
た
日
英
同
盟
は
、
維
新
か
ら
四
〇
年
も
経
っ
て
い
な
か
っ
た
極
東
の
日
本
が
、

「
世
界
に
冠
た
る
大
英
帝
国
」
と
手
を
結
ん
だ
快
挙
を
意
味
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
以
下
に
見
る
と
お
り
、
当
初
は
あ
く
ま
で
も

東
ア
ジ
ア
地
域
に
限
定
さ
れ
た
両
国
の
安
全
保
障
の
た
め
の
同
盟
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
日
本
に
と
っ
て
そ
れ
は
権
益
の
一
〇
〇
％

を
意
味
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
全
世
界
に
拡
が
る
自
国
権
益
の
数
％
程
度
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

か
ろ
う
。

そ
も
そ
も
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
君
主
に
と
っ
て
、
日
本
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
な
地
域
で
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は
な
か
っ
た
。
帝
国
最
盛
期
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
（Q

ueen
V
ictoria

、
在
位
一
八
三
七
―
一
九
〇
一
年
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
人

が
薩
摩
藩
の
行
列
の
前
を
馬
で
横
切
り
惨
殺
さ
れ
た
生
麦
事
件
の
一
報
を
聞
く
や
、
日
本
な
ど
と
い
う
「
遠
く
て
野
蛮
な
国

（distantand
w
ild

country

）
に
い
る
臣
民
を
保
護
す
る
た
め
、
報
復
措
置
を
執
る
べ
き
」
と
、
と
き
の
政
府
に
要
請
し
た
ほ
ど

だ
（
1
）

っ
た
。

と
こ
ろ
が
明
治
に
な
っ
て
早
々
の
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
、
近
代
日
本
を
最
初
に
「
国
賓
」
と
し
て
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
が
、
な
ん
と
そ
の
女
王
の
次
男
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
子
（Prince

A
lfred,D

uke
ofEdinburgh

）
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
ま
で
に
日

本
は
西
欧
流
の
外
交
術
も
あ
る
程
度
は
学
び
、
明
治
天
皇
は
王
子
を
対
等
の
立
場
で
接
遇
し
、
王
子
一
行
は
大
満
足
の
う
ち
に
帰

路
に
就
い
た
。
実
は
一
行
は
来
日
の
直
前
に
清
王
朝
下
の
中
華
帝
国
に
も
訪
問
を
打
診
し
て
い
た
が
、
当
時
の
清
国
に
は
い
ま
だ

宮
廷
で
外
国
使
節
に
謁
見
す
る
習
慣
が
な
く
、
皇
帝
（
同
治
帝
）
は
王
子
と
の
会
見
を
拒
否
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
側
が
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
子
一
行
に
示
し
た
歓
待
は
、
当
時
の
西
欧
流
の
外
交
儀
礼
に
も
即
し
た
も
の
で
あ

り
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
も
次
第
に
「
日
本
」
に
関
心
を
示
し
て
い
っ
た
。
特
に
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
ウ
ィ
ン
ザ
ー
城
を

訪
れ
た
岩
倉
使
節
団
の
一
行
に
謁
見
し
た
女
王
は
、
岩
倉
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
指
導
者
ら
が
「
知
的
な
風
貌
」
を
備
え
て
い

る
こ
と
に
感
銘
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
前
後
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
の
皇
族
ら
か
ら
も
好
印
象
を
与

え
ら
れ
た
女
王
は
、
や
が
て
そ
の
治
世
の
終
わ
り
に
は
「
日
本
」
の
存
在
に
さ
ら
に
注
目
す
る
事
態
に
遭
遇
す
る
。

一
九
〇
〇
年
夏
に
、
俗
に
「
義
和
団
戦
争
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
発
生
し
た
。
排
外
主
義
的
な
一
団
に
清
軍
が
加
勢
し
、
在
外

公
館
を
取
り
囲
む
籠
城
事
件
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
南
ア
フ
リ
カ
で
の
第
二
次
ボ
ー
ア
戦
争
（
一
八
九
九
―
一
九

〇
二
年
）
に
足
を
す
く
わ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
は
極
東
に
大
軍
を
派
遣
で
き
ず
に
い
た
が
、
こ
こ
で
日
本
が
二
万
人
以
上
の
兵
力

は
や
し
た
だ
す

を
投
入
し
、
八
月
ま
で
に
戦
争
は
列
強
の
勝
利
で
終
息
し
て
い
く
。
同
夏
に
駐
英
公
使
へ
と
赴
任
し
た
林
董
は
、
女
王
か
ら
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「
我
天
皇
陛
下
が
、
北
京
に
於
け
る
災
厄
を
救
助
す
る
為
め
に
尽
力
し
給
う
こ
と
」
に
つ
き
何
度
も
感
謝
さ
れ
て
（
2
）

い
る
。

本
稿
で
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
死
か
ら
わ
ず
か
一
年
後
に
締
結
さ
れ
た
日
英
同
盟
が
、
歴
代
イ
ギ
リ
ス
国
王
か
ら
ど
の
よ

う
に
見
ら
れ
て
い
た
の
か
を
、
同
盟
が
終
結
し
、
や
が
て
日
英
両
国
が
敵
味
方
に
分
か
れ
て
開
戦
に
至
る
時
期
ま
で
を
対
象
に
、

イ
ギ
リ
ス
側
の
史
料
を
も
と
に
論
じ
て
い
き
た
い
。

一

日
英
同
盟
締
結
と
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世

義
和
団
戦
争
が
終
結
し
て
か
ら
半
年
も
経
た
な
い
、
一
九
〇
一
年
一
月
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
は
六
三
年
以
上
に
及
ぶ
在
位
を

終
え
て
、
八
一
年
の
生
涯
に
幕
を
閉
じ
た
。
そ
れ
は
ま
た
一
九
世
紀
と
い
う
大
英
帝
国
が
最
も
栄
え
た
時
代
が
終
わ
り
を
迎
え
た

の
と
も
、
時
機
を
一
に
し
て
い
た
。

一
九
世
紀
半
ば
に
は
、
そ
の
強
大
な
経
済
力
や
海
軍
力
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
巧
み
な
外
交
も
駆
使
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
政

治
で
の
調
整
役
に
収
ま
る
こ
と
が
多
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、「
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
（
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
平
和
）」
と
も
呼
ば
れ

た
時
代
を
築
い
た
。
さ
ら
に
一
八
七
〇
年
代
以
降
に
は
、
そ
の
イ
ギ
リ
ス
に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
と
ば
か
り
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大

陸
の
諸
列
強
は
世
界
的
な
規
模
で
植
民
地
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
帝
国
主
義
」
の
時
代
の
本
格
的
な
到
来
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
一
九
世
紀
末
ま
で
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ロ
シ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
の
側
（
露
仏
同
盟
）
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と

ド
イ
ツ
の
側
（
イ
タ
リ
ア
も
加
え
た
三
国
同
盟
）
と
に
分
断
さ
れ
、
一
触
即
発
の
様
相
を
呈
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス

だ
け
は
い
ず
れ
の
陣
営
に
も
加
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
同
盟
者
を
得
な
く
て
も
自
国
の
権
益
を
充
分
に
守
れ
る
だ
け
の
力
を
備
え
て
い

る
か
ら
だ
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
「
光
栄
あ
る
孤
立
（Splendid

Isolation

）」
な
ど
と
も
豪
語
し
て
い
た
。

イギリス王室から見た日英同盟
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し
か
し
実
際
の
イ
ギ
リ
ス
は
極
め
て
危
険
な
孤
立
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
い
ず
れ
の
国
と
も
紛

争
の
火
種
を
抱
え
て
い
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
と
は
ア
フ
リ
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
で
、
ロ
シ
ア
と
は
中
央
ア

ジ
ア
で
、
ド
イ
ツ
と
は
ア
フ
リ
カ
や
南
太
平
洋
で
、
さ
ら
に
新
興
の
大
国
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
は
南
北
ア
メ
リ
カ
や
カ
リ
ブ
海

で
、
そ
し
て
日
本
と
も
東
ア
ジ
ア
で
そ
れ
ぞ
れ
対
峙
す
る
機
会
が
増
え
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
国
王
に
即
位
し
た
の
が
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
長
男
、
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
（Edw

ard
V
II

、
在
位
一
九
〇
一

―
一
〇
年
）
で
あ
っ
た
。
一
八
六
一
年
に
夫
君
ア
ル
バ
ー
ト
公
を
亡
く
し
て
以
来
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
は
外
国
へ
の
公
式
訪
問
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
王
室
の
冠
婚
葬
祭
な
ど
に
も
関
わ
ら
な
く
な
っ
た
。
彼
女
の
代
わ
り
に
様
々
な
公
務
に
参
加
し
た
の
が
皇
太

子
時
代
の
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
脈
や
血
脈
（
ド
イ
ツ
皇
帝
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
は
姉
の
長
男
、

ロ
シ
ア
皇
帝
の
ニ
コ
ラ
イ
二
世
は
妃
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ラ
の
妹
の
長
男
）
に
よ
り
、
即
位
後
の
エ
ド
ワ
ー
ド
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を

駆
け
回
り
、「
王
室
外
交
」
を
積
極
的
に
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
そ
の
彼
が
最
も
懸
念
し
て
い
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ア
と
の
帝
国
を
め
ぐ
る
確
執
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
に
関
わ
る

諸
問
題
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
関
心
が
な
か
（
3
）

っ
た
。

エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
の
即
位
か
ら
半
年
ほ
ど
経
っ
た
一
九
〇
一
年
七
月
、
義
和
団
戦
争
以
後
も
清
国
の
北
部
に
強
大
な
陸
軍
を
居

座
ら
せ
て
い
る
ロ
シ
ア
を
警
戒
し
た
、
イ
ギ
リ
ス
外
相
の
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
侯
爵
（5th

M
arquess

ofLansdow
ne

）
と
駐
英
公
使

の
林
の
あ
い
だ
で
、
清
国
の
門
戸
開
放
と
韓
国
に
お
け
る
日
本
の
優
越
の
問
題
を
軸
に
、「
日
英
同
盟
」
締
結
の
方
向
性
が
確
認

さ
れ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
と
き
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
末
以
来
、「
二
国
標
準
主
義
」
を
採
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア
両
国
を
あ

わ
せ
た
海
軍
力
を
超
え
る
よ
う
世
界
各
地
で
注
意
を
払
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
も
、
極
東
で
は
そ
れ
も
か
な
わ
な
く
な
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
と
き
に
日
本
の
海
軍
力
は
極
め
て
重
要
に
な
っ
て
い
た
の
で
（
4
）

あ
る
。
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こ
の
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
‖

林
間
の
話
し
合
い
に
つ
い
て
は
、
八
月
半
ば
の
段
階
で
首
相
の
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
侯
爵
（3rd

M
arquess

ofSalisbury

）
か
ら
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
直
後
に
夏
期
休
暇
で
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
は
南
フ
ラ
ン
ス
へ

と
向
か
い
日
英
間
の
交
渉
も
中
断
さ
れ
る
。
報
告
を
受
け
た
国
王
の
ほ
う
も
「
日
英
同
盟
」
に
は
特
に
関
心
を
示
さ
ず
、
交
渉
は

政
府
に
一
任
し
て
（
5
）

い
た
。

実
は
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
も
、
日
本
と
の
交
渉
の
裏
側
で
、
ペ
ル
シ
ャ
や
清
国
等
に
関
す
る
権
益
に
つ
い
て
ロ
シ
ア
と
交
渉
を

続
け
て
い
た
の
だ
が
、
一
一
月
初
旬
に
そ
れ
が
決
裂
す
る
や
、
す
で
に
帰
国
し
て
い
た
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
は
日
英
同
盟
の
締
結
に
向

け
て
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
を
全
面
的
に
支
援
し
て
い
く
。
一
一
月
五
日
の
閣
議
で
は
同
盟
の
草
稿
が
閣
僚
ら
に
示
さ
れ
た
が
、
安
全
保

障
の
範
囲
を
極
東
に
限
定
せ
ず
、
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
に
ま
で
拡
げ
て
は
ど
う
か
と
の
意
見
も
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
が

そ
れ
に
は
応
じ
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
と
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
の
説
得
に
よ
り
、
草
稿
は
閣
議
に
よ
り
承
認
さ
れ

た
。
そ
の
直
後
に
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
首
相
は
国
王
に
閣
議
の
報
告
書
を
送
っ
た
。
す
で
に
一
〇
月
半
ば
の
段
階
で
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外

相
か
ら
詳
細
な
報
告
を
受
け
て
い
た
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
は
、
そ
の
後
も
同
盟
交
渉
を
内
閣
に
一
任
し
て
（
6
）

い
く
。

そ
の
よ
う
な
矢
先
の
一
九
〇
一
年
一
一
月
か
ら
、
元
老
の
ひ
と
り
で
す
で
に
四
度
の
組
閣
歴
を
有
す
る
伊
藤
博
文
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
歴
訪
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
首
脳
は
伊
藤
を
「
親
露
派
」
と
見
て
い
た
た
め
、
ロ
シ
ア
政
府
首
脳
部
と
の
話

し
合
い
も
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
大
使
ら
か
ら
逐
一
情
報
を
集
め
、
伊
藤
の
動
向
を
警
戒
し
た
。
そ
し
て
伊
藤
は
一
二

月
二
四
日
に
は
ロ
ン
ド
ン
に
到
着
す
る
。
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
と
し
て
は
、
こ
こ
で
伊
藤
を
各
国
並
み
に
大
歓
待
で
迎
え
た

か
（
7
）

っ
た
。

伊
藤
の
訪
英
日
程
が
迫
っ
た
一
二
月
一
八
日
、
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
は
国
王
に
ど
う
し
て
も
年
内
に
は
伊
藤
に
拝
謁
し
て
欲
し

い
と
要
請
し
た
。
し
か
し
国
王
秘
書
官
の
サ
ー
・
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ノ
ウ
ル
ズ
（SirFrancis

K
nollys

）
か
ら
届
い
た
返
事
に
よ
る

イギリス王室から見た日英同盟
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と
、
国
王
は
年
末
は
忙
し
い
の
で
、
年
明
け
早
々
に
会
見
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
毎
年
の
イ
ギ

リ
ス
王
室
の
日
程
を
見
て
も
、
ク
リ
ス
マ
ス
は
家
族
だ
け
で
団
ら
ん
す
る
の
が
習
わ
し
で
あ
る
。
伊
藤
の
ロ
ン
ド
ン
到
着
が
「
ク

リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
」
と
い
う
最
悪
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
の
が
仇
と
な
（
8
）

っ
た
。

と
こ
ろ
が
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
は
こ
れ
で
く
じ
け
ず
、
国
王
へ
の
さ
ら
な
る
説
得
を
続
け
る
。
こ
れ
に
は
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
首
相

も
加
勢
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
王
の
ク
リ
ス
マ
ス
関
連
の
行
事
が
す
べ
て
済
ま
さ
れ
、
一
二
月
二
七
日
に
国
王
が
ロ
ン
ド
ン
に
所

有
す
る
私
邸
マ
ー
ル
ブ
ラ
・
ハ
ウ
ス
（M

arlborough
H
ouse

）
で
伊
藤
の
国
王
へ
の
謁
見
が
設
定
さ
れ
た
。
し
か
も
伊
藤
が
滞

在
す
る
ロ
ン
ド
ン
の
ホ
テ
ル
に
王
室
か
ら
馬
車
を
差
し
向
け
、
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
自
身
が
伊
藤
を
国
王
に
紹
介
す
る
役
目
も
引
き
受

け
た
。
当
時
の
外
交
儀
礼
と
し
て
は
最
上
級
の
待
遇
で
（
9
）

あ
る
。

一
二
月
二
七
日
の
午
後
三
時
一
五
分
か
ら
伊
藤
は
国
王
に
拝
謁
し
た
。
ふ
た
り
は
同
い
年
で
あ
っ
た
が
、
伊
藤
の
英
語
力
は
か

な
り
の
も
の
で
、
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
は
す
ぐ
に
彼
と
打
ち
解
け
、
年
が
明
け
た
ら
、
国
王
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
の
ノ
ー
フ
ォ
ー

ク
シ
ャ
に
所
有
し
て
い
る
別
邸
サ
ン
ド
リ
ン
ガ
ム
・
ハ
ウ
ス
（Sandringham

H
ouse

）
に
滞
在
し
、
狩
猟
を
楽
し
む
よ
う
促
し

た
と
さ
れ
る
。
帰
国
日
程
の
関
係
で
伊
藤
の
さ
ら
な
る
滞
在
は
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
国
王
は
伊
藤
の
接
待
に
全
面
的
に
協
力

（
10
）

す
る
。

一
方
の
政
府
首
脳
の
側
も
負
け
て
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
年
が
明
け
た
一
九
〇
二
年
一
月
三
日
に
は
、
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
が

自
宅
に
伊
藤
を
招
い
て
歓
待
し
、
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
つ
い
て
忌
憚
の
な
い
意
見
交
換
を
お
こ
な
っ
た
。
翌
四
日
に
は
、
今
度
は

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
首
相
が
ロ
ン
ド
ン
郊
外
に
所
有
す
る
邸
宅
で
伊
藤
の
た
め
に
午
餐
会
を
開
き
、
そ
の
日
の
夕
刻
に
は
ロ
ン
ド
ン
の

日
本
公
使
館
で
晩
餐
会
が
開
か
れ
た
。
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
を
筆
頭
に
す
べ
て
の
閣
僚
が
出
席
し
、
こ
の
偉
大
な
る
日
本
の
政
治
家
に

敬
意
を
表
し
た
。
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実
は
伊
藤
と
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
が
会
見
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
く
、
こ
れ
よ
り
五
年
前
の
一
八
九
七
年
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

・
ジ
ユ
ビ
リ
ー

ア
女
王
の
在
位
六
〇
周
年
記
念
式
典
が
開
か
れ
た
際
、
伊
藤
は
使
節
団
に
次
席
と
し
て
加
わ
り
訪
英
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の

と
き
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
首
相
が
伊
藤
ら
日
本
の
代
表
に
与
え
た
会
見
時
間
は
わ
ず
か
三
分
ほ
ど
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
わ
ず

か
五
年
で
、
伊
藤
博
文
も
さ
ら
に
は
日
本
と
い
う
国
も
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
九
〇
二
年
一
月
四
日
の
晩
餐
会
の
席
で
は
、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
首
相
は
伊
藤
に
バ
ー
ス
勲
章
の
勲
一

等
（K

nightG
rand

Cross
ofthe

Bath
:

Ｇ
Ｃ
Ｂ
）
が
授
与
さ
れ
る
旨
を
直
々
に
発
表
し
、
饗
宴
に
彩
り
を
添
え
た
の
で
あ
る
。

Ｇ
Ｃ
Ｂ
は
イ
ギ
リ
ス
最
高
位
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
（
後
述
）
に
次
ぐ
高
位
の
名
誉
で
あ
り
、
伊
藤
は
日
本
の
政
治
家
と
し
て
初
め
て

授
与
さ
れ
て
（
11
）

い
る
。

こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
首
脳
部
か
ら
「
親
露
派
」
の
巨
頭
と
目
さ
れ
て
い
た
伊
藤
博
文
は
、
国
王
と
政
府
の
双
方
か
ら
最
大

級
の
歓
待
を
受
け
、
一
月
七
日
に
ロ
ン
ド
ン
を
後
に
し
た
。

そ
れ
か
ら
三
週
間
後
の
一
月
三
〇
日
、
ロ
ン
ド
ン
の
外
務
省
で
日
英
同
盟
が
締
結
さ
れ
た
。
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
ロ
シ
ア
を

「
仮
想
敵
国
」
と
す
る
日
英
間
の
提
携
は
こ
れ
で
盤
石
と
な
っ
た
。

ジ
ユ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー

二
「
格
下
の
同
盟
者
」
と
し
て
の
日
本

同
盟
の
締
結
か
ら
二
ヶ
月
ほ
ど
経
過
し
た
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
四
月
九
日
、
東
京
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
サ
ー
・
ク
ロ

ウ
ド
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（SirCloud

M
acD

onald

）
か
ら
本
国
で
外
相
私
設
秘
書
官
を
務
め
る
エ
リ
ッ
ク
・
バ
リ
ン
ト
ン
（Eric

Barrington

）
に
、
一
通
の
書
簡
が
送
ら
れ
て
き
た
。「
日
本
の
天
皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
贈
る
と
い
う
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
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（
12
）

か
」。ガ

ー
タ
ー
勲
章
（The

M
ostN

oble
O
rderofthe

G
arter

）
と
は
、
一
三
四
八
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
騎

士
団
員
に
与
え
ら
れ
る
栄
誉
に
端
を
発
す
る
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
最
高
位
の
勲
章
で
あ
る
。
こ
の
勲
章
に
限
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

国
の
主
要
な
勲
章
は
す
べ
て
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
騎
士
団
の
団
員
章
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
受
章

者
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
時
代
の
一
八
五
六
年
、
英
仏
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
手
を

結
ん
で
、
地
中
海
に
進
出
し
よ
う
と
す
る
ロ
シ
ア
の
野
望
を
阻
止
し
た
ク
リ
ミ
ア
戦
争
（
一
八
五
三
―
五
六
年
）
を
機
に
、
と
き

の
オ
ス
マ
ン
皇
帝
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
与
え
て
以
来
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
君
主
に
も
授
与
さ
れ
る
前
例
が
で
き
て
し
ま
（
13
）

っ
た
。

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
も
こ
う
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
王
侯
が
授
与
さ
れ
た
先
例
を
挙
げ
、「
ミ
カ
ド
が
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る

こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
」
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
も
し
与
え
ら
れ
な
い
と
も
な
れ
ば
、
日
本
の
宮
廷
も
国
民
も

大
い
に
落
胆
す
る
と
予
想
さ
れ
る
」
と
も
付
け
加
え
た
。

実
は
日
本
の
天
皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
贈
っ
て
ほ
し
い
と
の
要
請
は
、
こ
れ
よ
り
二
〇
年
以
上
も
前
に
一
度
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
。
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
叙
勲
制
度
を
模
範
に
日
本
で
も
制
定
さ
れ
た
勲
章
の
最
高

位
（
当
時
）
で
あ
る
大
勲
位
菊
花
大
綬
章
を
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
に
贈
呈
し
た
い
旨
が
森
有
礼
駐
英
公
使
か
ら
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル

外
相
（2nd

EarlG
ranville

）
に
打
診
さ
れ
た
。
つ
い
て
は
返
礼
と
し
て
天
皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
贈
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で

あ
る
。

こ
れ
に
は
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
相
も
「
日
本
人
の
望
み
は
高
す
ぎ
る
。
彼
ら
は
ミ
カ
ド
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
所
望
し
て
い
る
!!!
」

と
大
い
に
驚
き
、
早
速
に
女
王
や
皇
太
子
（
の
ち
の
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
）
と
相
談
し
、
大
反
乱
鎮
圧
後
に
イ
ン
ド
が
イ
ギ
リ
ス
の

直
轄
支
配
下
に
入
る
に
あ
た
り
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
ス
タ
ー
・
オ
ブ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
勲
章
（The

M
ostExalted

O
rderofthe
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StarofIndia

）
の
勲
一
等
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
し
か
し
「
東
洋
の
君
主
」
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
日
本

政
府
が
こ
れ
を
拒
否
し
て
、
女
王
へ
の
叙
勲
も
立
ち
消
え
に
な
っ
た
と
い
う
過
去
が
あ
っ
た
の
で
（
14
）

あ
る
。

当
時
の
日
本
は
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
率
直
な
感
想
に
も
あ
る
と
お
り
、
ま
だ
「
近
代
国
家
」
と
な
っ
て
ま
も
な
く
、
イ
ギ
リ
ス

か
ら
対
等
の
立
場
で
見
ら
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
か
ら
二
〇
年
以
上
も
経
過
し
、
西
欧
流
の
内
閣
制
度
も
憲
法
も
議
会
も
有
し
、
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
―
九
五

年
）
で
勝
利
を
得
て
い
た
日
本
は
、
い
ま
や
日
英
同
盟
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
の
同
盟
者
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
か
ら
の
本

国
へ
の
要
請
も
そ
の
点
で
は
理
に
か
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
と
き
の
イ
ギ
リ
ス
国
王
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
は
、
母
が
一
八
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
オ
ス
マ
ン
皇
帝
二

人
、
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
一
人
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
授
与
し
た
の
を
内
心
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
一
八
九
五
年
に
母
に

進
言
し
、
今
後
は
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
王
侯
に
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
は
ガ
ー
タ
ー
勲
章
は
贈
ら
な
い
と
い
う
方
針
が
、

母
子
の
あ
い
だ
で
も
合
意
を
見
て
い
た
。
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
は
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
名
誉
と
し
て
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
の
本
来

の
意
味
を
重
視
す
る
、「
綱
紀
粛
正
」
を
進
め
た
張
本
人
で
あ
（
15
）

っ
た
。

し
か
も
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
と
っ
て
は
間
の
悪
い
こ
と
に
、
彼
が
天
皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
贈
る
べ
き
と
本
国
に
進
言
し
て
い
た

ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
国
王
と
政
府
首
脳
は
ガ
ー
タ
ー
勲
章
の
授
与
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
対
立
し
て
い
た
さ
な
か
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

日
英
同
盟
が
締
結
さ
れ
た
一
九
〇
二
年
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
は
六
月
に
自
ら
の
戴
冠
式
を
控
え
て
、
そ
の
準
備
に
奔
走
し
て

い
た
。
日
本
か
ら
は
天
皇
の
名
代
と
し
て
小
松
宮
彰
仁
親
王
が
出
席
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
こ
の
世
紀
の
大
典
に
自
ら
出
席
し
た

王
侯
が
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
の
モ
ザ
ッ
フ
ァ
ロ＝

デ
ィ
ー
ン＝

シ
ャ
ー
（M

ozaffarad-D
in
Shah

）
で
あ
る
。
彼
は
テ
ヘ
ラ
ン
駐
在
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の
イ
ギ
リ
ス
公
使
か
ら
、
皇
帝
が
直
々
に
出
席
さ
れ
れ
ば
国
王
か
ら
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
贈
ら
れ
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
気
に
な
っ
て

大
船
団
を
率
い
て
わ
ざ
わ
ざ
ロ
ン
ド
ン
に
ま
で
や
っ
て
き
た
の
で
（
16
）

あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
が
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
の
逆
鱗
に
触
れ
て
し
ま
っ
た
。
ガ
ー
タ
ー
勲
章
は
、
政
府
の
裁
量
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
君
主
個
人
の
裁
量
で
授
与
さ
れ
る
栄
誉
で
あ
っ
た
。
先
に
も
見
た
伊
藤
博
文
に
授
与
さ
れ
た
バ
ー
ス
勲
章
な
ど
は
政
府
の
裁
量

サ
ツ
シ
ユ

で
授
与
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
鮮
や
か
な
青
い
大
綬
か
ら
「
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
」
の
別
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
ガ
ー
タ
ー
勲
章
は

そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。

実
際
に
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
が
即
位
す
る
や
、
こ
の
異
教
徒
の
王
侯
に
対
す
る
ガ
ー
タ
ー
勲
章
の
授
与
を
め
ぐ
っ
て
、
早
く
も
国

王
と
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
の
あ
い
だ
で
齟
齬
が
生
じ
て
い
く
。
一
九
〇
一
年
二
月
、
オ
ス
マ
ン
皇
帝
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
二
世

（A
bdülham

id
II

）
が
国
王
の
即
位
の
お
祝
い
に
と
最
高
勲
章
（N

ichan-el-Im
tiaz：

功
労
勲
章
）
を
贈
り
た
い
と
要
望
し
て
き

ス
ル
タ
ン

た
。
し
か
し
こ
れ
を
受
け
取
っ
て
し
ま
う
と
、
返
礼
と
し
て
皇
帝
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
贈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
エ
ド

ワ
ー
ド
七
世
は
、
よ
り
格
下
の
勲
章
を
所
望
す
る
と
と
も
に
、
オ
ス
マ
ン
皇
帝
へ
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
授
与
も
拒
否
（
17
）

し
た
。

そ
こ
へ
こ
の
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
の
訪
英
で
あ
る
。
す
で
に
戴
冠
式
を
直
前
に
控
え
た
一
九
〇
二
年
六
月
の
時
点
で
、
国
王
は
オ
ス

マ
ン
皇
帝
、
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
、
さ
ら
に
は
日
本
の
天
皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
贈
る
つ
も
り
は
な
い
と
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
に
明
言

し
て
（
18
）

い
た
。

こ
こ
で
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
の
戴
冠
式
は
、
国
王
自
身
の
急
病
（
虫
垂
炎
）
の
た
め
急
遽
延
期
と
な
り
、
八
月
に
滞
り
な
く
執
り

行
わ
れ
た
。
日
本
か
ら
参
列
を
予
定
し
て
い
た
小
松
宮
は
、
八
月
ま
で
の
滞
在
が
か
な
わ
ず
や
む
な
く
帰
国
す
る
が
、
彼
に
は
か

つ
て
伊
藤
博
文
が
授
与
さ
れ
た
の
と
同
じ
バ
ー
ス
勲
章
の
勲
一
等
（
Ｇ
Ｃ
Ｂ
）
が
与
え
ら
れ
た
。
日
本
の
皇
族
で
は
初
め
て
の
受

章
と
な
っ
た
。
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他
方
で
、
莫
大
な
資
産
に
明
か
し
て
豪
奢
な
船
団
を
組
ん
で
ロ
ン
ド
ン
入
り
し
て
い
た
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世

か
ら
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
授
与
さ
れ
る
ま
で
は
帰
国
し
な
い
構
え
を
見
せ
て
い
た
。
こ
の
傲
慢
な
態
度
に
さ
ら
に
国
王
の
怒
り
は
高

ま
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
ペ
ル
シ
ャ
は
イ
ン
ド
帝
国
と
宿
敵
ロ
シ
ア
と
の
緩
衝
地
帯
と
し
て
も
極
め
て
重
要
な
地
域
で
あ
り
、

こ
の
頃
ま
で
に
は
石
油
の
利
権
も
絡
む
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
同
年
七
月
に
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
か
ら
首
相
職
を
継
い
で
い
た

ア
ー
サ
ー
・
バ
ル
フ
ォ
ア
首
相
（A

rthurJam
es

Balfour

）
も
、
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
と
同
様
に
、
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
に
是
が
非
で

も
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
を
授
与
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

最
終
的
に
折
れ
た
の
は
国
王
の
ほ
う
だ
っ
た
。
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
に
は
彼
自
身
の
父
と
同
様
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
が
授
与
さ
れ
る
こ

シ
ヤ
ー

シ
ヤ
ー

と
に
決
ま
っ
た
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
は
皇
帝
の
顔
な
ど
見
た
く
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
皇
帝
へ
の
授
与
は
、
中
世
以
来
海
外
の

王
侯
に
勲
章
を
届
け
る
役
目
を
担
っ
て
き
た
「
ガ
ー
タ
ー
使
節
団
（G

arterM
ission

）」
に
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
翌
一
九
〇

三
年
に
テ
ヘ
ラ
ン
に
旅
立
っ
た
。

バ
ル
フ
ォ
ア
首
相
は
、「
国
王
か
ら
の
信
頼
を
得
ら
れ
て
い
な
い
」
と
一
時
は
内
閣
総
辞
職
ま
で
ち
ら
つ
か
せ
て
、
エ
ド
ワ
ー

シ
ヤ
ー

ド
七
世
か
ら
皇
帝
へ
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
授
与
の
許
可
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
成
功
は
収
め
た
が
、
そ
の
代
償
も
大
き
か
っ
た
。
こ

シ
ヤ
ー

の
た
び
の
皇
帝
へ
の
授
与
は
特
例
で
あ
り
、
今
後
は
ガ
ー
タ
ー
勲
章
の
授
与
に
つ
い
て
は
主
権
者
で
も
あ
る
君
主
に
決
定
を
一
任

す
る
と
、
首
相
も
外
相
も
国
王
に
約
束
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
（
19
）

あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
本
国
で
こ
こ
ま
で
の
騒
動
に
な
っ
て
い
た
と
は
露
知
ら
ず
、
東
京
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
公
使
は
外
務
省
に
「
天
皇
へ
の

ガ
ー
タ
ー
勲
章
授
与
」
を
要
請
し
続
け
て
い
た
が
、
当
時
の
政
府
も
外
務
省
も
、「
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
へ
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
授
与
」

の
一
件
で
手
一
杯
で
あ
り
、
と
て
も
日
本
の
天
皇
に
ま
で
は
気
が
回
ら
な
か
っ
た
。
こ
と
の
詳
細
を
外
相
私
設
秘
書
官
の
バ
リ
ン

ト
ン
か
ら
手
紙
で
知
ら
さ
れ
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
一
九
〇
二
年
一
一
月
に
こ
う
返
信
を
し
た
た
め
て
い
る
。「
東
洋
の
王
侯
向
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ク
ラ
ス

け
に
別
の
等
級
を
設
け
る
な
ど
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
。﹇
日
本
の
﹈
人
々
は
、
ト
ル
コ
の
ス
ル
タ
ン
や
ペ
ル
シ
ャ
の

シ
ャ
ー
が
も
ら
え
る
の
に
、
な
ぜ
自
分
た
ち
が
敬
愛
す
る
君
主
に
は
与
え
ら
れ
な
い
の
だ
と
理
解
で
き
な
い
で
い
（
20
）

る
」。

一
方
で
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
ペ
ル
シ
ャ
に
ガ
ー
タ
ー
使
節
団
が
派
遣
さ
れ
た
の
と
と
き
を
同
じ
く
し
て
、
林
公
使
が
バ
リ
ン
ト
ン

の
許
を
訪
れ
、「
ミ
カ
ド
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
金
羊
毛
勲
章
﹇
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
男
性
の
み
に
受
章
者
を
限
定
﹈
を
除
き
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
す
べ
て
の
国
の
最
高
勲
章
を
授
与
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ガ
ー
タ
ー
勲
章
が
与
え
ら
れ
な
い
と
日
本
人
は
大
い
に

失
望
す
る
で
し
ょ
う
」
と
伝
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
バ
リ
ン
ト
ン
は
「
国
王
は
こ
の
国
を
訪
れ
た
君
主
に
の
み
授
与
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
の
点
は
理
解
し
て
ほ
し
い
」
と
返
答
し
て
（
21
）

い
る
。

明
治
三
〇
年
代
半
ば
の
当
時
に
あ
っ
て
、
日
本
の
天
皇
が
外
遊
す
る
の
は
ま
だ
難
し
い
状
況
に
あ
っ
た
。
ま
し
て
や
船
で
何
ヶ

月
も
か
か
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
も
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
日
英
同
盟
を
結
ん
だ
と
は
い
え
、
安
全
保
障
の
範
囲
は
あ

ジ
ユ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー

く
ま
で
も
極
東
に
限
ら
れ
、
国
家
と
し
て
の
実
力
か
ら
し
て
も
、
当
時
の
日
本
は
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
の
「
格
下
の
同
盟
者
」
に

す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
。

日
本
の
天
皇
が
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
授
与
さ
れ
る
に
は
、
天
皇
自
身
の
訪
英
が
か
な
わ
な
い
当
時
に
あ
っ
て
は
、
日
本
と
い
う
国

が
「
対
等
の
同
盟
者
」
と
し
て
の
実
力
を
イ
ギ
リ
ス
に
見
せ
つ
け
る
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

三

ミ
カ
ド
へ
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
―
―
対
等
な
同
盟
の
完
成
―
―

マ
ン
チ
ュ
リ
ア

そ
の
よ
う
な
矢
先
に
生
じ
た
の
が
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
―
〇
五
年
）
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
四
年
二
月
に
、「
満
洲
」
と
朝
鮮

半
島
の
権
益
を
め
ぐ
り
、
つ
い
に
日
本
と
ロ
シ
ア
は
戦
争
に
突
入
し
た
。
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日
英
同
盟
で
は
、
締
約
国
の
一
方
が
戦
争
に
突
入
し
た
場
合
、
も
う
一
方
は
中
立
を
守
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ

ス
は
日
露
間
で
中
立
を
保
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
国
王
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
日
露
戦
争
は
複
雑
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
。
一
方
は
同
盟
国
と
は
い
え
そ
の
君
主
（
明
治
天
皇
）
に
は
一
度
も
会
っ
た
こ
と
が
な
く
、
他
方
は
皇
帝
夫
妻
が
仲
の
よ
い

親
戚
（
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
皇
妃
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
は
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
の
妹
の
四
女
）
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
国
（
ロ
シ
ア
）

グ
レ
ー
ト
・
ゲ
ー
ム

自
体
と
は
、
中
央
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
長
年
の
「
大
い
な
る
競
争
」
で
激
し
い
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
戦
争
が
進
む
に
つ
れ
、
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
自
身
の
心
情
は
次
第
に
ロ
シ
ア
に
反
感
を
示
し
、
日
本
に
好
意
を
抱
く
よ

う
に
変
化
し
て
い
（
22
）

っ
た
。

戦
争
の
開
始
か
ら
二
ヶ
月
後
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
は
日
露
間
の
関
係
修
復
に
力
を
貸
し
た
い
と
甥
の
ニ
コ
ラ
イ
二
世
（
家
族

内
で
は
ニ
ッ
キ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
に
打
診
し
た
。
と
こ
ろ
が
日
頃
は
温
厚
な
ニ
ッ
キ
ー
が
「
イ
ギ
リ
ス
が
﹇
ボ
ー
ア
戦
争
の

際
に
﹈
南
ア
フ
リ
カ
で
戦
っ
て
い
た
と
き
、
誰
も
邪
魔
立
て
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
」
バ
ー
テ
ィ
お
じ
さ
ん
（
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世

の
家
族
内
で
の
愛
称
）
も
黙
っ
て
い
て
も
ら
い
た
い
と
、
強
い
語
調
の
書
簡
を
送
り
つ
け
て
き
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
は
こ
れ
に

憤
慨
す
る
。

さ
ら
に
一
九
〇
四
年
秋
に
ロ
シ
ア
の
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
が
、
北
海
で
偵
察
行
動
を
取
る
日
本
の
船
と
間
違
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
の

ト
ロ
ー
ル
漁
船
を
砲
撃
し
、
乗
組
員
が
二
名
亡
く
な
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
ニ
コ
ラ
イ
二
世
は
す
ぐ
さ
ま
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世

に
お
詫
び
の
手
紙
を
送
り
、
漁
船
と
遺
族
に
も
相
当
額
の
賠
償
金
を
支
払
っ
た
も
の
の
、
艦
隊
の
責
任
者
を
処
罰
し
な
い
ニ
ッ

キ
ー
の
態
度
に
国
王
は
我
慢
が
な
ら
な
か
っ
た
。「
ド
ッ
ガ
ー
バ
ン
ク
事
件
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
惨
事
で
イ
ギ
リ
ス
中
に
も
怒
り

が
拡
が
っ
た
。

一
方
で
満
洲
で
戦
う
日
本
陸
軍
の
幹
部
ら
と
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
あ
い
だ
に
は
新
た
な
「
友
情
」
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
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一
九
〇
四
年
一
一
月
九
日
（
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
の
誕
生
日
）
に
、
観
戦
将
校
と
し
て
満
洲
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
の

サ
ー
・
イ
ア
ン
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
将
軍
（SirIan

H
am

ilton

）
が
黒
木
為
楨
大
将
か
ら
茶
会
に
招
待
さ
れ
た
。
こ
の
直
前
に
、
エ
ド

ワ
ー
ド
七
世
は
極
秘
に
日
本
の
将
軍
た
ち
に
「
健
闘
を
祈
る
」
と
記
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
感
激
し
た
将
軍

た
ち
に
よ
る
戦
場
で
の
国
王
誕
生
日
の
茶
会
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
乃
木
希
典
大
将
か
ら
は
、
旅
順
要
塞
か
ら
飛
ん
で
き
た
砲
弾
が
国
王
に
記
念
品
と
し
て
献
上
さ
れ
た
。
さ
ら
に
翌
一
九
〇

五
年
一
月
の
旅
順
陥
落
の
報
を
受
け
、
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
は
こ
れ
も
ま
た
極
秘
に
東
郷
平
八
郎
提
督
宛
に
「
最
大
限
の
賛
辞
」
を

寄
せ
、
東
郷
は
感
動
し
て
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
公
使
に
謝
意
を
伝
え
た
。
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
国
王
と
日
本
の
陸
海
軍
幹
部
と
の
交
流

は
、
明
治
天
皇
の
耳
に
も
伝
わ
る
よ
う
に
な
り
、「
天
皇
陛
下
は
、
国
王
の
友
好
と
思
い
や
り
に
対
し
て
、
極
め
て
深
い
個
人
的

な
感
謝
を
示
し
た
い
と
、
非
公
式
の
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
ま
し
た
」
と
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
か
ら
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
に
も
報
告
が

な
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
。

日
本
陸
軍
が
旅
順
を
陥
落
さ
せ
た
直
後
の
一
九
〇
五
年
一
月
一
六
日
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
が
バ
ル
フ
ォ
ア
首

相
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
極
秘
に
送
っ
た
。「
ミ
カ
ド
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
与
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
さ
ら
に
日
本
の
公
使
館
を

大
使
館
に
格
上
げ
し
、
新
た
に
日
英
同
盟
を
締
結
す
る
か
、
い
ま
の
も
の
を
さ
ら
に
四
―
五
年
延
長
す
る
よ
う
修
正
を
施
す
べ
き

で
あ
（
23
）

る
」。

た
だ
し
「
ガ
ー
タ
ー
勲
章
」
の
件
は
、
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
へ
の
授
与
を
め
ぐ
っ
て
痛
い
目
を
見
た
ふ
た
り
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
と

は
慎
重
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
新
た
な
る
日
英
同
盟
に
つ
い
て
は
、
早
速
に
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
が
林
公
使
と
会
談
を

重
ね
、
こ
の
の
ち
「
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
の
防
衛
」
に
も
日
本
が
関
わ
る
と
い
う
、
安
全
保
障
の
範
囲
を
大
幅
に
拡
げ
た
も
の

へ
と
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
夏
ま
で
に
は
ま
と
ま
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
日
英
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
バ
ル
フ
ォ
ア
首
相
か
ら
国
王
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に
逐
一
報
告
が
な
さ
れ
、
国
王
に
と
っ
て
も
日
本
は
信
頼
で
き
る
同
盟
者
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
八
月
に
は
国
王
も
新

た
な
る
日
英
同
盟
案
に
全
面
的
に
支
持
を
与
え
る
の
で
（
24
）

あ
る
。

そ
の
直
後
の
八
月
末
の
こ
と
。
国
王
の
側
近
で
あ
る
イ
ー
シ
ャ
子
爵
（2nd

V
iscountEsher

）
が
国
王
秘
書
官
ノ
ウ
ル
ズ
に

手
紙
を
送
っ
て
い
る
。「
国
王
が
日
本
の
天
皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
贈
る
可
能
性
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
に
、
貴
兄
も
異
論
は

な
い
だ
ろ
う
。
今
を
お
い
て
そ
の
機
会
は
あ
る
ま
（
25
）

い
」。
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
が
最
も
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
イ
ー
シ
ャ
と
ノ
ウ
ル
ズ

の
あ
い
だ
で
相
談
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
天
皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
が
授
与
さ
れ
る
こ
と
は
確
実
と
な
っ
た
。

ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
を
め
ぐ
る
一
件
で
慎
重
に
な
っ
て
い
た
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
外
相
も
、
日
露
戦
争
に
関
わ
る
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約

が
締
結
さ
れ
た
後
、
九
月
末
に
「
ミ
カ
ド
へ
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
」
に
つ
い
て
バ
ル
フ
ォ
ア
首
相
と
再
度
調
整
に
入
り
、
一
〇
月
八

日
に
国
王
と
の
謁
見
に
臨
ん
だ
。
三
年
前
に
は
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
へ
の
授
与
で
あ
れ
だ
け
頑
強
に
反
対
し
て
い
た
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世

が
、
な
ん
と
明
治
天
皇
へ
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
授
与
に
つ
い
て
は
な
ん
の
躊
躇
も
な
く
許
可
を
与
え
る
と
と
も
に
、
日
露
戦
争
で
の

最
大
の
功
労
者
で
あ
る
大
山
巌
と
東
郷
平
八
郎
に
、
国
王
自
身
が
一
九
〇
二
年
に
創
設
し
た
ば
か
り
の
「
メ
リ
ッ
ト
勲
章
（O

r-

derofM
erit

）」
を
贈
る
旨
ま
で
外
相
に
提
案
し
た
ほ
ど
で
あ
（
26
）

っ
た
。

こ
う
し
て
「
ミ
カ
ド
へ
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
」
授
与
は
実
現
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
こ
の
た
び
も
二
年
前
の
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
の
折

と
同
様
に
、
ガ
ー
タ
ー
使
節
団
が
日
本
へ
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
テ
ヘ
ラ
ン
に
派
遣
さ
れ
た
団
長
は
王
族
で
も
な

い
二
流
の
人
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
東
京
へ
の
使
節
団
の
長
に
は
国
王
の
甥
（
弟
の
長
男
）
に
あ
た
る
コ
ノ
ー
ト
公
爵
家
の

ア
ー
サ
ー
王
子
（Prince

A
rthurofConnaught

）
が
就
い
た
。
天
皇
へ
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
授
与
と
使
節
団
の
派
遣
と
い
う
報
に

接
し
、
日
本
は
朝
野
を
挙
げ
て
こ
れ
を
大
歓
迎
す
る
意
向
を
示
（
27
）

し
た
。

一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
二
月
、
ア
ー
サ
ー
王
子
を
団
長
と
す
る
ガ
ー
タ
ー
使
節
団
は
無
事
に
日
本
に
到
着
し
た
。
明
治
天
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皇
に
ガ
ー
タ
ー
騎
士
団
の
帽
子
や
ロ
ー
ブ
な
ど
が
、
勲
章
一
式
と
と
も
に
着
け
ら
れ
、
こ
こ
に
晴
れ
て
天
皇
は
日
本
で
初
の
ガ
ー

タ
ー
特
別
騎
士
に
叙
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
使
節
団
の
一
員
に
加
わ
っ
た
の
が
、
幕
末
か
ら
維
新
初
期
に
か
け
て
日
本
に
外

交
官
と
し
て
赴
任
し
た
リ
ー
ズ
デ
イ
ル
男
爵
（1stBaron

Redesdale

）
だ
っ
た
。
彼
は
こ
の
叙
任
式
を
振
り
返
り
こ
う
述
べ
て

（
28
）

い
る
。「

陛
下
は
そ
の
周
囲
に
政
府
の
各
部
門
に
そ
れ
ぞ
れ
通
じ
て
い
る
優
秀
な
顧
問
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
昔
は
世
間
を
は
ば

か
る
隠
者
の
よ
う
だ
っ
た
こ
の
国
を
、
現
在
の
よ
う
に
世
界
の
列
強
に
伍
し
て
、
ひ
け
を
と
ら
な
い
立
派
な
国
家
に
育
て
上

げ
た
の
で
あ
る
。」

よ
う
ち
ゆ
う

リ
ー
ズ
デ
イ
ル
は
そ
の
若
き
日
に
、
い
ま
だ
「
幼
沖
の
天
子
」
の
ご
と
く
わ
ず
か
一
五
歳
で
即
位
し
、
彼
ら
外
国
人
の
前
に

出
る
と
恥
ず
か
し
が
っ
て
お
ど
お
ど
し
て
い
た
天
皇
が
、
い
ま
や
成
熟
し
た
君
主
と
し
て
こ
の
新
興
の
大
国
日
本
を
率
い
て
い
る

姿
を
垣
間
見
て
、
感
慨
無
量
で
あ
っ
た
。

「
ミ
カ
ド
へ
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
」
を
無
事
に
日
本
に
届
け
て
帰
国
し
た
ア
ー
サ
ー
王
子
一
行
か
ら
そ
の
折
の
状
況
に
つ
い
て
報

イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー

告
を
受
け
た
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
に
し
て
も
、
ま
だ
会
わ
ぬ
友
人
な
が
ら
も
、
こ
の
明
治
天
皇
の
下
で
日
本
が
「
対
等
の
同
盟
者
」

と
し
て
イ
ン
ド
帝
国
に
ま
で
視
野
を
拡
げ
て
大
英
帝
国
の
権
益
を
守
っ
て
く
れ
る
力
強
い
存
在
に
映
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ

れ
が
ま
た
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儀
礼
に
厳
格
な
エ
ド
ワ
ー
ド
を
し
て
、
天
皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
贈
る
決
定
打

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
感
慨
は
政
府
首
脳
部
に
も
共
有
さ
れ
て
い
く
。
一
九
〇
七
年
夏
に
「
タ
イ
近
代
化
の
父
」
で
明
治
天
皇
と
並
ぶ
存

在
と
さ
れ
る
国
王
ラ
ー
マ
五
世
（Ram

a
V

）
が
訪
英
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
彼
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
贈
る
可
能
性
に

つ
い
て
話
し
合
わ
れ
た
が
、
と
き
の
自
由
党
政
権
の
外
相
サ
ー
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
グ
レ
イ
（SirEdw

ard
G
rey

）
は
こ
う
反
対
し
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た
。「
日
本
の
天
皇
は
同
盟
者
で
あ
る
の
で
特
別
で
あ
り
、
シ
ャ
ム
王
に
与
え
て
し
ま
う
と
日
本
か
ら
の
反
応
が
怖
い
。
日
本
に

お
い
て
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
の
価
値
が
減
退
す
る
の
で
は
な
い
（
29
）

か
」。
グ
レ
イ
は
日
本
の
首
脳
部
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
日
本
を
同
盟
者

と
し
て
「
特
別
扱
い
」
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

日
英
同
盟
の
最
盛
期

こ
の
の
ち
日
英
同
盟
は
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
三
度
目
の
条
約
が
結
ば
れ
る
。
こ
の
頃
ま
で
に
太
平
洋
の
強
国
と
し
て

登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
日
露
戦
争
後
の
ロ
シ
ア
が
（
一
九
〇
七
年
の
英
露
協
商
も
経
て
）
も
は
や
日
英

両
国
の
脅
威
に
な
り
得
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
日
英
同
盟
が
続
い
て
い
る
の
は
い
ま
や
「
仮
想
敵
国
」
が
ロ
シ
ア
か
ら
ア
メ
リ

カ
へ
と
移
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
第
三
次
日
英
同
盟
で
は
、
ア
メ
リ
カ
を
交

戦
相
手
国
の
対
象
外
に
置
く
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
が
、
日
英
両
国
の
関
係
が
最
も
緊
密
に
な
っ
た
時
期
と
も
重
な
っ
て
い
た
。
一
九
一
〇
年
五
月
に
エ

ド
ワ
ー
ド
七
世
が
亡
く
な
っ
た
。
同
時
期
に
ロ
ン
ド
ン
で
は
日
英
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
日
本
側
の
総
裁
と
し
て
訪
英
し
て
い
た

伏
見
宮
貞
愛
親
王
が
天
皇
の
名
代
と
し
て
葬
儀
に
出
席
し
た
。
さ
ら
に
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
七
月
に
は
明
治
天
皇
が
崩
御

し
た
。
大
喪
の
礼
は
九
月
に
挙
行
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
新
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
（G

eorge
V

、
在
位
一
九
一
〇
―

三
六
年
）
が
名
代
と
し
て
遣
わ
し
た
の
が
、
か
つ
て
明
治
天
皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
授
与
し
た
コ
ノ
ー
ト
公
爵
家
の
ア
ー
サ
ー
王

子
で
あ
っ
た
。

し
か
も
ア
ー
サ
ー
王
子
は
こ
の
た
び
手
ぶ
ら
で
日
本
に
向
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
手
に
は
次
代
の
大
正
天
皇
に
贈
ら
れ
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い
と
こ

る
新
た
な
ガ
ー
タ
ー
勲
章
が
、
従
兄
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
か
ら
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
本
は
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
い
ま
や
か
け
が
え
の
な
い
同
盟
者
と
な
っ
て
お
り
、
次
代
の
日
英
関
係
を
担
う
新
天
皇
に
ガ
ー

タ
ー
勲
章
を
贈
る
の
は
当
然
と
も
い
え
た
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
で
あ
っ
て
さ
え
も
、
君
主
の
代
替
わ
り
に
あ
た
っ
て
す

ぐ
に
授
与
さ
れ
た
事
例
は
そ
う
多
く
な
い
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
時
代
に
、
彼
女
の
叔
父
（
母
の
弟
）
で
ベ
ル
ギ
ー
国
王
レ
オ

ポ
ル
ド
一
世
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
次
代
の
君
主
で
女
王
の
従
弟
に
あ
た
る
レ
オ
ポ
ル
ド
二
世
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
が
す
ぐ
に
贈
ら

れ
て
い
る
が
（
一
八
六
五
年
）、
そ
れ
は
女
王
に
と
っ
て
大
切
な
身
内
だ
っ
た
か
ら
で
（
30
）

あ
る
。

さ
ら
に
は
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
が
テ
ロ
で
暗
殺
さ
れ
た
と
き
に
も
（
一
八
八
一
年
）、
そ
の
葬
儀
に
出
席
し
た

皇
太
子
（
の
ち
の
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
）
が
母
王
に
要
請
し
、
次
代
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
へ
の
新
た
な
る
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
葬

儀
の
直
後
に
奉
呈
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
英
露
関
係
の
修
復
の
意
味
も
あ
っ
た
が
、
仲
の
よ
い
親
戚
同
士
（
エ
ド

ワ
ー
ド
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
の
妻
が
姉
妹
）
の
つ
き
あ
い
が
大
き
く
影
響
し
て
（
31
）

い
た
。

こ
の
二
つ
の
前
例
に
比
べ
れ
ば
、
親
戚
で
も
な
い
、
し
か
も
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
日
本
の
天
皇
に
即
位
ま
も
な
く
に
ガ
ー
タ
ー

勲
章
が
贈
ら
れ
る
と
い
う
事
例
は
、
ま
さ
に
破
格
の
厚
遇
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
と
き
に
は
、
同
じ
く
大
喪
の

礼
に
高
位
の
皇
族
を
派
遣
し
た
ド
イ
ツ
が
最
高
位
の
黒
鷲
勲
章
を
新
天
皇
に
贈
る
意
向
に
あ
る
と
の
情
報
も
得
て
い
た
た
め
、
イ

ギ
リ
ス
も
こ
れ
に
負
け
じ
と
ガ
ー
タ
ー
勲
章
の
授
与
に
動
い
た
と
も
考
え
ら
れ
（
32
）

る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
一
九
一
二
年
の
段
階
で
日

本
が
イ
ギ
リ
ス
の
目
に
真
の
同
盟
者
と
し
て
映
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
一
〇
年
前
に
「
ミ
カ
ド
へ

の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
」
が
躊
躇
さ
れ
て
い
た
の
と
は
隔
世
の
感
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
こ
に
は
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
自
身
の
感
慨
も
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
元
々
海
軍
の
軍
人
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー

ジ
五
世
は
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に
年
子
の
兄
ア
ル
バ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ク
タ
ー
（Prince

A
lbertV

ictor

）
と
海
軍
幼
年
学
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校
の
卒
業
試
験
と
も
い
う
べ
き
世
界
周
遊
の
航
海
の
折
に
、
日
本
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
兄
弟
は
明
治
天
皇

か
ら
大
歓
待
を
受
け
、
宮
中
晩
餐
会
ま
で
開
い
て
も
ら
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
明
治
天
皇
か
ら
受
け
た
心
の
こ
も
っ
た
接
遇
を

ジ
ョ
ー
ジ
は
生
涯
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
（
33
）

れ
る
。

こ
う
し
て
条
約
を
改
定
す
る
た
び
に
強
固
と
な
っ
た
日
英
同
盟
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
が
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
―
一

八
年
）
に
突
入
す
る
や
、
日
本
が
イ
ギ
リ
ス
側
に
つ
い
て
参
戦
す
る
事
態
に
ま
で
発
展
し
た
。
し
か
し
こ
の
世
界
大
戦
は
、
そ
れ

ま
で
世
界
の
陸
地
面
積
の
六
割
を
支
配
し
、
世
界
の
人
口
の
半
分
を
占
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
時
代
が
終
焉
を
迎
え
る
予
兆
と

な
っ
た
。
史
上
最
初
の
本
格
的
な
総
力
戦
（TotalW

ar

）
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
一
〇
〇
〇
万
人
以
上
の
死
者
を
出
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
大
戦
の
途
中
（
一
九
一
七
年
四
月
）
か
ら
英
仏
側
に
つ
い
て
参
戦
し
た
ア
メ
リ
カ
が
、
大

戦
後
に
は
世
界
最
大
の
軍
事
・
経
済
大
国
へ
と
の
し
あ
が
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
日
英
同
盟
を
嫌
う
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
圧
力
を
受
け
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
首
脳
部
も
つ
い
に
同
盟
の
破
棄

へ
と
動
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く
。

そ
の
よ
う
な
さ
な
か
の
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
五
月
、
大
正
天
皇
の
長
男
で
あ
る
裕
仁
皇
太
子
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
訪
の
旅

へ
と
出
か
け
、
そ
の
最
初
の
土
地
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
上
陸
し
た
。
港
に
は
イ
ギ
リ
ス
皇
太
子
エ
ド
ワ
ー
ド
（
の
ち
の
エ
ド
ワ
ー

ド
八
世
）
が
出
迎
え
に
来
て
お
り
、
二
人
で
ロ
ン
ド
ン
へ
列
車
で
向
か
い
、
駅
に
は
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
が
直
々
に
駆
け
つ
け
て

い
た
。
そ
の
後
、
馬
車
で
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
宮
殿
に
向
か
っ
た
裕
仁
皇
太
子
は
、
国
王
か
ら
バ
ー
ス
勲
章
勲
一
等
（
Ｇ
Ｃ
Ｂ
）
を
授

与
さ
れ
、
宮
中
晩
餐
会
で
歓
待
を
受
（
34
）

け
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
五
世
は
裕
仁
か
ら
「
好
青
年
」
と
い
う
印
象
を
受
け
、
ち
ょ
う
ど
自
身
の
息
子
た
ち
と
同
世
代
（
三
男
ヘ
ン
リ
と
四

男
ジ
ョ
ー
ジ
の
中
間
の
年
齢
）
で
あ
る
こ
の
二
〇
歳
の
日
本
の
皇
太
子
に
期
待
を
寄
せ
、
一
行
が
イ
ギ
リ
ス
滞
在
中
に
は
あ
れ
こ
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れ
と
気
を
遣
っ
て
い
る
。
皇
太
子
に
随
行
し
た
珍
田
捨
巳
は
こ
の
と
き
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
皇
帝
﹇
ジ
ョ
ー

ジ
五
世
﹈
は
全
く
御
教
育
の
積
の
様
に
て
真
に
親
切
な
り
し
の
み
な
ら
ず
、
皇
室
の
堅
固
な
る
は
恰
か
も
日
英
両
国
の
み
な
り
と

云
ふ
が
如
き
口
気
に
て
、
停
車
場
に
て
の
別
辞
に
も
皇
帝
は
吾
々
皇
室
が
と
云
ふ
が
如
き
語
気
な
り
し
な
（
35
）

り
」。

こ
う
し
て
裕
仁
皇
太
子
一
行
は
大
満
足
の
う
ち
に
イ
ギ
リ
ス
を
あ
と
に
し
、
そ
の
後
は
フ
ラ
ン
ス
な
ど
数
ヶ
国
を
訪
問
し
た
の

ち
日
本
へ
と
帰
国
し
た
。

帰
国
直
後
の
一
九
二
一
年
一
一
月
に
、
裕
仁
皇
太
子
は
大
正
天
皇
の
病
状
悪
化
に
と
も
な
い
「
摂
政
宮
」
に
就
任
す
る
。
そ
れ

か
ら
半
年
も
経
た
な
い
一
九
二
二
年
四
月
、
今
度
は
摂
政
皇
太
子
裕
仁
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
大
切
な
賓
客
を
迎
え
る
番
と
な
っ
た
。

前
年
の
一
一
月
か
ら
イ
ン
ド
帝
国
を
訪
問
し
、
そ
の
帰
路
に
裕
仁
の
訪
英
に
対
す
る
返
礼
訪
問
と
し
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
皇
太
子

（Prince
Edw

ard,Prince
ofW

ales
）
が
日
本
に
降
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
皇
太
子
が
日
本
を
訪
れ
た
の
は
初
め
て

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
日
本
側
は
朝
野
を
挙
げ
て
の
大
歓
迎
と
な
っ
た
。

し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
裕
仁
が
エ
ド
ワ
ー
ド
を
歓
待
し
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
ア
メ
リ
カ
の
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
で
は

海
軍
軍
縮
会
議
が
開
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
日
英
同
盟
の
解
消
が
決
定
さ
れ
て
い
く
。
二
国
間
の
同
盟
は
、
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン

ス
を
加
え
た
「
四
ヵ
国
条
約
」
と
い
う
集
団
安
全
保
障
へ
と
拡
大
解
消
さ
れ
、
一
九
二
三
年
八
月
一
七
日
に
日
英
同
盟
は
失
効
と

な
っ
た
。

五

日
英
同
盟
の
終
結
と
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
の
い
ら
だ
ち

東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
を
め
ぐ
る
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
同
盟
関
係
は
、
四
ヵ
国
条
約
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
意
味
更
新
さ
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ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム

れ
、
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
二
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
、
国
民
主
義
の
台
頭
が
著
し
い
中
国
の
情

勢
を
め
ぐ
っ
て
、
日
英
関
係
は
次
第
に
き
し
み
始
め
て
い
く
。
国
民
党
に
よ
る
北
伐
で
中
国
に
お
け
る
諸
外
国
の
利
益
が
脅
か
さ

れ
て
い
た
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
の
暮
れ
に
、
大
正
天
皇
が
崩
御
し
た
。
摂
政
皇
太
子
が
こ
こ
に
天
皇
（
昭
和
天
皇
）
に
即

位
す
る
。

一
九
一
二
年
の
先
例
に
従
え
ば
、
大
正
天
皇
の
大
喪
の
礼
の
際
に
イ
ギ
リ
ス
の
使
節
団
が
弔
問
し
て
、
新
天
皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲

章
を
授
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
も
は
や
日
本
は
か
つ
て
の
よ
う
な
か
け
が
え
の
な
い
「
同
盟
国
」
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
保
守
党
政
権
の
外
相
サ
ー
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（SirA

usten
Cham

berlain

）
は
葬
儀
に
は
使
節
団
は
送
ら

ず
、
裕
仁
の
即
位
礼
（
一
九
二
八
年
に
予
定
）
の
際
に
ガ
ー
タ
ー
使
節
団
を
送
り
込
む
の
が
適
切
と
考
え
て
（
36
）

い
た
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
人
物
が
現
れ
た
。
ほ
か
な
ら
ぬ
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
上
海
な

ど
で
苦
境
に
立
っ
て
い
る
の
に
、
日
本
は
一
向
に
派
兵
さ
え
し
な
い
様
子
で
あ
る
。「
現
時
点
に
お
い
て
、
日
本
は
我
々
に
友
好

的
で
も
な
け
れ
ば
、
助
け
に
も
な
っ
て
く
れ
て
い
な
い
」
と
国
王
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
に
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
た
。
そ
れ
は
か
つ

て
イ
ギ
リ
ス
で
歓
待
し
、
我
が
子
の
よ
う
に
気
を
配
っ
た
裕
仁
か
ら
の
「
裏
切
り
」
の
よ
う
に
も
思
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら

に
裕
仁
の
長
弟
で
あ
る
秩
父
宮
雍
仁
親
王
が
、
一
九
二
五
年
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
て
い
た
が
、
父
の
逝
去
で
帰
国
し
、
そ
の

後
も
宮
中
保
守
派
の
画
策
で
イ
ギ
リ
ス
に
戻
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
も
、
こ
れ
も
ま
た
秩
父
宮
に
目
を
か
け
て
い
た
ジ
ョ
ー
ジ

五
世
に
し
て
み
れ
ば
「
裏
切
り
」
と
感
じ
ら
（
37
）

れ
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
五
世
も
、
父
の
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
と
同
様
に
、
儀
礼
に
つ
い
て
は
厳
格
な
君
主
で
あ
っ
た
。
ガ
ー
タ
ー
勲
章
は
元
来

が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
与
え
ら
れ
る
栄
誉
で
あ
り
、
明
治
天
皇
と
大
正
天
皇
に
与
え
ら
れ
た
の
は
彼
ら
が
「
同
盟
者
」
と
し
て
イ
ギ

リ
ス
に
と
っ
て
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
「
異
例
の
」
叙
勲
で
あ
っ
た
。
日
英
同
盟
が
終
結
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
裕
仁
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に
授
与
す
る
必
要
は
も
は
や
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
国
王
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
に
伝
え
た
の
で
（
38
）

あ
る
。

こ
こ
に
登
場
し
た
の
が
駐
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
の
サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
テ
ィ
リ
ー
（SirJohn

Tilley

）
で
あ
っ
た
。「
日
英
同
盟
」

自
体
は
消
滅
し
た
が
、
両
国
の
あ
い
だ
の
「
同
盟
の
精
神
」
ま
で
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
国
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
日
英
関
係

が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い
る
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
皇
室
と
王
室
の
関
係
を
良
好
に
し
て
お
き
た
い
。
明
治
・
大
正
の
二
代
の
天
皇
に

ガ
ー
タ
ー
勲
章
が
与
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
現
天
皇
に
そ
れ
が
授
与
さ
れ
な
い
と
も
な
れ
ば
、
宮
中
は
も
と
よ
り
、
日
本
政
府
や

国
民
も
騒
ぎ
だ
し
、
ひ
い
て
は
日
英
関
係
の
さ
ら
な
る
悪
化
に
も
つ
な
（
39
）

が
る
。

事
実
、
宮
中
の
喪
が
明
け
た
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
一
月
に
な
っ
て
も
、
い
ま
だ
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
新
天
皇
へ
の
ガ
ー
タ
ー

勲
章
授
与
の
打
診
が
な
い
こ
と
に
、
日
本
政
府
首
脳
部
な
ど
も
懸
念
を
示
し
始
め
て
い
た
。
同
年
三
月
に
テ
ィ
リ
ー
大
使
は
一
時

帰
国
し
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
を
介
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
に
謁
見
し
、
直
談
判
に
及
ん
だ
。
つ
い
に
国
王
も
折
れ
て
、
翌
二
九
年

五
月
に
彼
の
三
男
で
あ
る
グ
ロ
ウ
ス
タ
公
爵
ヘ
ン
リ
王
子
（Prince

H
enry,D

uke
ofG

loucester

）
を
団
長
に
据
え
た
ガ
ー
タ
ー

使
節
団
が
、
日
本
へ
と
「
ヒ
ロ
ヒ
ト
へ
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
」
を
届
け
る
こ
と
に
決
ま
（
40
）

っ
た
。

グ
ロ
ウ
ス
タ
一
行
に
よ
る
使
節
団
は
大
成
功
を
収
め
、
そ
の
翌
年
の
一
九
三
〇
年
五
月
に
は
そ
の
返
礼
訪
問
で
、
裕
仁
の
弟
で

あ
る
高
松
宮
宣
仁
親
王
が
喜
久
子
妃
と
と
も
に
ロ
ン
ド
ン
を
訪
れ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
は
こ
の
た
び
も
こ
の
日
本
か
ら
の
賓
客
を

丁
重
に
も
て
な
し
、
高
松
宮
に
は
ロ
イ
ヤ
ル
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
勲
章
の
勲
一
等
（K

nightG
rand

Cross
ofthe

RoyalV
ictorian

け
い
し
よ
く

O
rder

）
と
さ
ら
に
別
格
の
頸
飾
（RoyalV

ictorian
Chain

）
ま
で
授
与
さ
（
41
）

れ
た
。

と
こ
ろ
が
高
松
宮
夫
妻
が
ロ
ン
ド
ン
を
訪
問
し
た
翌
年
、
一
九
三
一
年
九
月
に
は
満
洲
事
変
、
翌
三
二
年
一
月
に
は
上
海
事
変

が
生
じ
、
中
国
問
題
を
め
ぐ
る
日
英
の
関
係
に
再
び
亀
裂
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
は
、
か
つ
て
留
学
中
に
我

が
子
の
よ
う
に
か
わ
い
が
っ
た
秩
父
宮
に
連
絡
を
取
っ
て
、
事
態
を
沈
静
化
し
た
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
っ
て
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止
め
ら
れ
て
し
（
42
）

ま
う
。

そ
の
後
も
、
中
国
の
情
勢
が
悪
化
の
一
路
を
た
ど
る
な
か
で
、
一
九
三
六
年
一
月
に
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
は
崩
御
し
た
。
か
つ
て
日

本
を
訪
れ
、
摂
政
皇
太
子
の
裕
仁
か
ら
歓
迎
を
受
け
た
皇
太
子
が
こ
こ
に
エ
ド
ワ
ー
ド
八
世
（Edw

ard
V
III

）
と
し
て
国
王
に

即
位
す
る
。
と
こ
ろ
が
当
時
独
身
で
あ
っ
た
新
王
に
は
、
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
で
離
婚
し
た
の
ち
に
イ
ギ
リ
ス
に
移
り
住
み
、
そ
こ

で
再
婚
を
果
た
し
た
と
い
う
、
わ
け
あ
り
の
愛
人
が
い
た
。
王
族
の
大
半
、
政
府
首
脳
部
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
も
と
よ

り
、
国
民
の
多
く
も
二
人
の
結
婚
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。「
王
冠
を
賭
け
た
恋
」
な
ど
と
日
本
で
も
て
は
や
さ
れ
た
事
件
の
末
に
、

同
年
一
二
月
に
エ
ド
ワ
ー
ド
八
世
は
退
位
し
た
。

つ

こ
こ
に
彼
の
長
弟
ヨ
ー
ク
公
爵
が
ジ
ョ
ー
ジ
六
世
（G

eroge
V
I

、
在
位
一
九
三
六
―
五
二
年
）
と
し
て
国
王
に
即
い
た
。

元
々
は
エ
ド
ワ
ー
ド
八
世
の
た
め
に
準
備
さ
れ
て
い
た
戴
冠
式
は
、
一
九
三
七
年
五
月
に
予
定
通
り
挙
行
さ
れ
る
運
び
と
な
っ

た
。
日
本
は
秩
父
宮
雍
仁
親
王
夫
妻
を
天
皇
の
名
代
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
と
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
留
学
経
験
も
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス

の
王
族
た
ち
と
も
親
密
な
関
係
で
結
ば
れ
（
グ
ロ
ウ
ス
タ
公
が
ガ
ー
タ
ー
使
節
団
で
来
日
し
た
と
き
も
秩
父
宮
が
接
遇
の
す
べ
て

を
取
り
仕
切
っ
た
）、
秩
父
宮
は
ま
さ
に
名
代
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
入
れ
る
イ
ギ
リ
ス
側
と
し
て
も
秩
父
宮
夫
妻
を
最
大
級
の
歓
迎
で
迎
え
、
新
王
に
日
本
の
最
高
勲
章
で
あ
る
大
勲

位
菊
花
章
頸
飾
を
持
参
し
た
秩
父
宮
に
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
六
世
か
ら
は
ロ
イ
ヤ
ル
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
勲
章
頸
飾
が
贈
ら
れ
、
さ
ら
に

戴
冠
式
で
秩
父
宮
は
外
国
か
ら
の
賓
客
の
な
か
で
最
上
席
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
（
43
）

っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
が
日
英
の
王
室
外
交
に
と
っ
て
の
最
後
の
輝
き
の
一
瞬
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
戴
冠
式
か
ら
わ
ず
か
二

ヶ
月
と
経
た
な
い
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
七
月
に
、
北
京
で
盧
溝
橋
事
件
が
発
生
し
、
日
中
戦
争
の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
そ
の
四
年
後
の
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
一
二
月
八
日
、
日
本
は
ハ
ワ
イ
の
真
珠
湾
と
イ
ギ
リ
ス
領
マ
ラ
ヤ
に
侵
攻

し
、
日
英
両
国
は
つ
い
に
戦
争
に
乗
り
だ
し
た
。

そ
の
わ
ず
か
二
日
後
、
国
王
秘
書
官
の
サ
ー
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
（SirA

lexanderH
ardinge

）
か
ら
外
務

省
の
副
事
務
次
官
で
あ
る
サ
ー
・
オ
ー
ム
・
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（SirO

rm
e
Sargent

）
に
国
王
か
ら
の
指
示
が
伝
え
ら
れ
た
。

バ

ナ

ー

ウ
ィ
ン
ザ
ー
城
内
の
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
チ
ャ
ペ
ル
に
飾
ら
れ
て
い
る
裕
仁
天
皇
の
菊
の
紋
章
旗
と
騎
士
と
し
て
の
様
々
な
装

飾
を
す
べ
て
取
り
払
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
は
ガ
ー
タ
ー
騎
士
団
の
聖
堂
に
あ
た
り
、
毎
年
こ
こ
で
礼
拝
や
新
た

な
騎
士
の
叙
任
式
も
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
裕
仁
天
皇
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
は
こ
こ
に
剝
奪
さ
れ
た
の
で
（
44
）

あ
る
。

総
力
戦
の
時
代
が
始
ま
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
時
か
ら
、
い
ま
や
敵
国
と
な
っ
た
国
の
元
首
に
与
え
ら
れ
た
ガ
ー
タ
ー
勲
章
は

「
剝
奪
」
の
憂
き
目
に
遭
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
一
五
年
に
は
、
ド
イ
ツ
皇
帝
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
な
ど
八
人
の
ド
イ

ツ
系
の
王
侯
ら
の
紋
章
旗
が
取
り
外
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
今
次
の
世
界
大
戦
に
お
い
て
も
、
一
九
四
〇
年
に
は
イ
タ
リ
ア
国
王
の

名
誉
が
剝
奪
さ
れ
て
（
45
）

い
る
。

一
九
四
一
年
一
二
月
二
〇
日
、「
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
バ
ナ
ー
」
は
取
り
外
さ
れ
た
。
そ
れ
は
か
つ
て
彼
が
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
授
与
さ

れ
る
に
あ
た
り
、
国
王
に
直
談
判
ま
で
し
て
奔
走
し
た
駐
日
大
使
の
テ
ィ
リ
ー
が
い
み
じ
く
も
語
っ
た
両
国
間
の
「
同
盟
の
精

神
」
ま
で
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
一
九
〇
二
年
の
締
結
当
初
は
極
東
に
関
わ
る
安
全
保
障
に
限
定
さ
れ
、
大
英
帝
国
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全
体
の
権
益
を
勘
案
す
れ
ば
不
均
衡
に
も
思
わ
れ
た
日
英
同
盟
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
日
露
戦
争
で
の
日
本
側
の
一
定
の
勝
利
に
と

も
な
い
、「
帝
国
の
な
か
の
帝
国
」
と
呼
ば
れ
た
イ
ン
ド
の
防
衛
に
ま
で
日
本
が
協
力
す
る
と
い
う
、
第
二
次
日
英
同
盟
に
よ
っ

て
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
は
真
の
意
味
で
対
等
な
同
盟
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
が
明
治
天
皇
に
ガ
ー

タ
ー
勲
章
を
授
与
す
る
要
因
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
日
英
同
盟
が
一
九
二
三
年
に
解
消
さ
れ
、
中
国
の
権
益
を
め
ぐ
り
日
英
間
に
齟
齬
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ

れ
ま
で
皇
室
に
も
国
家
に
も
親
し
み
を
持
っ
て
接
し
て
き
た
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
に
と
っ
て
、
天
皇
も
日
本
も
も
は
や
真
の
同
盟
者
と

は
い
え
な
い
状
況
に
映
っ
た
。
そ
れ
が
裕
仁
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
な
か
な
か
与
え
よ
う
と
し
な
い
国
王
の
姿
勢
に
よ
く
表
れ
て
い

た
。イ

ギ
リ
ス
の
君
主
に
と
っ
て
ガ
ー
タ
ー
勲
章
は
特
別
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
の
同
盟
者
に
の
み
与
え
ら
れ
る

栄
誉
で
あ
り
、
た
と
え
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
君
主
に
と
っ
て
真
の
同
盟
者
と
は
み
な
さ
れ
な
い
人
物
に
は
与

え
ら
れ
な
い
。
事
実
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
も
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
終
結
か
ら
二
〇
年
近
く
に
わ
た
り
、
一
度
敵
対
し
た
ロ
シ
ア
皇
帝

に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
与
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
（
46
）

あ
る
。

ま
し
て
や
元
来
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
の
み
限
ら
れ
て
い
た
栄
誉
で
あ
る
。
そ
れ
が
異
教
徒
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ

ギ
リ
ス
君
主
自
身
が
心
か
ら
真
の
同
盟
者
と
し
て
認
め
た
相
手
で
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
英
同
盟
を
め

ぐ
る
日
英
関
係
の
紆
余
曲
折
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

実
際
に
、
保
守
党
政
府
首
脳
部
と
の
ゴ
タ
ゴ
タ
の
あ
と
に
一
九
〇
三
年
に
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
が
授
与
さ
れ
て
以

来
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
を
授
け
ら
れ
た
の
は
、
三
代
に
わ
た
る
日
本
の
天
皇
だ
け
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
ン
ザ
ー
城
内
の
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
チ
ャ
ペ
ル
の
天
井
か
ら
「
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
バ
ナ
ー
」
が
外
さ
れ
た
の
ち
、
四
年
に
わ

イギリス王室から見た日英同盟
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た
る
太
平
洋
戦
争
（
一
九
四
一
―
四
五
年
）
で
日
本
は
敗
北
し
た
。
し
か
し
戦
後
に
天
皇
制
は
イ
ギ
リ
ス
流
の
立
憲
君
主
制
に
衣

替
え
さ
れ
た
後
も
存
続
し
裕
仁
（
昭
和
天
皇
）
は
玉
座
に
と
ど
ま
り
続
け
た
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
（
一
九
五
一
年
九
月
）、
翌
年
四
月
に
発
行
さ
れ
る
直
前
の
一
九
五
二
年
二
月
六

日
に
イ
ギ
リ
ス
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
六
世
が
突
然
こ
の
世
を
去
っ
た
。
こ
こ
に
長
女
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
二
世
（Elizabeth

II

、
在
位
一
九

五
二
―
二
〇
二
二
年
）
と
し
て
女
王
に
即
位
す
る
。
日
英
の
国
交
も
正
常
化
さ
れ
、
翌
五
三
年
六
月
に
予
定
さ
れ
た
女
王
の
戴
冠

式
に
日
本
も
招
待
さ
れ
た
。
皇
室
内
で
は
誰
を
派
遣
す
る
か
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
二
月
二
九
日
ま
で
に
は
「
明
仁
皇
太
子
」
を

送
る
こ
と
で
ほ
ぼ
固
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
昭
和
天
皇
は
、
側
近
に
次
の
よ
う
な
懸
念
を
伝
え
て
（
47
）

い
る
。

「
秩
父
さ
ん
の
戴
冠
式
へ
行
か
れ
た
の
は
ま
だ
日
本
の
い
ゝ
時
で
、
私
の
行
っ
た
日
英
同
盟
の
あ
る
頃
と
は
違
ふ
と
し
て
も

矢
張
よ
か
つ
た
。
今
度
皇
太
子
が
行
つ
て
も
そ
の
時
の
様
な
待
遇
は
受
け
ら
れ
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。」

一
九
五
三
年
当
時
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
い
ま
だ
大
戦
の
爪
痕
が
残
っ
て
お
り
、
日
本
か
ら
の
皇
太
子
の
参
列
に
少

な
か
ら
ぬ
反
対
意
見
も
イ
ギ
リ
ス
で
は
見
ら
れ
た
が
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
も
と
き
の
首
相
サ
ー
・
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル

（SirW
inston

Churchill

）
も
、
一
九
歳
の
若
き
明
仁
皇
太
子
を
心
か
ら
も
て
な
（
48
）

し
た
。
ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
日

英
双
方
の
皇
族
や
王
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
訪
問
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
一
〇

月
に
昭
和
天
皇
は
半
世
紀
ぶ
り
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
歴
訪
し
た
。

か
つ
て
二
〇
歳
の
若
き
皇
太
子
時
代
に
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
か
ら
歓
待
を
受
け
た
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
宮
殿
で
、
今
度
は
孫
の
エ
リ
ザ
ベ

ス
タ
ー

ス
二
世
か
ら
接
遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
宮
中
晩
餐
会
に
臨
む
天
皇
の
左
胸
に
は
ガ
ー
タ
ー
勲
章
の
星
章
が
、
そ
し
て

左
肩
か
ら
右
腰
に
か
け
て
は
鮮
や
か
な
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
が
輝
い
て
い
た
。
こ
の
た
び
の
天
皇
訪
英
に
あ
た
っ
て
、
一
九
七
一
年
五

月
に
「
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
バ
ナ
ー
」
が
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
チ
ャ
ペ
ル
の
天
井
に
掲
げ
ら
れ
、
天
皇
の
名
誉
は
回
復
さ
れ
た
の
で
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（
49
）

あ
る
。

ガ
ー
タ
ー
勲
章
が
誇
る
六
七
〇
年
の
歴
史
の
な
か
で
、
一
度
剝
奪
さ
れ
た
名
誉
が
回
復
し
た
の
は
こ
の
昭
和
天
皇
た
だ
ひ
と
り

だ
け
で
あ
る
。

波
乱
の
人
生
を
歩
ん
だ
昭
和
天
皇
は
一
九
八
九
年
一
月
に
逝
去
し
た
。
大
喪
の
礼
に
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
夫
君
エ
デ
ィ
ン

バ
ラ
公
（Prince

Philip,D
uke

ofEdinburgh

）
の
姿
が
見
ら
れ
た
。

そ
し
て
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
五
月
に
イ
ギ
リ
ス
を
公
式
訪
問
し
た
明
仁
天
皇
も
、
日
本
の
天
皇
と
し
て
は
四
人
目
の

ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
授
与
さ
れ
た
。
歴
代
の
イ
ギ
リ
ス
国
王
た
ち
と
同
様
に
、
儀
礼
に
厳
し
い
エ
リ
ザ
ベ
ス
二
世
が
こ
れ
ま
で
の

「
先
例
」
を
重
ん
じ
て
、
初
め
て
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
与
え
た
ガ
ー
タ
ー
勲
章
と
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
の
ち
の
二
〇
一
六
年
六
月
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
か
ら
の
離
脱
の
是
非
を
め
ぐ

る
国
民
投
票
が
お
こ
な
わ
れ
、
僅
差
な
が
ら
も
離
脱
が
決
ま
っ
た
。
こ
の
「
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
」
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
経
済
的
に

も
軍
事
的
に
も
そ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
最
重
要
視
し
て
き
た
姿
勢
を
転
換
し
、
ア
メ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
に
も
積
極
的
に
目
を
向
け

つ
つ
あ
る
。

そ
れ
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
二
世
が
年
に
一
度
イ
ギ
リ
ス
に
招
い
て
い
る
国
賓
の
姿
に
も
象
徴
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
九
年
に
は
ア
メ

リ
カ
の
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
（D

onald
Trum

p
）
が
招
か
れ
た
。
さ
ら
に
次
の
二
〇
年
に
は
即
位
し
て
ま
も
な
い
日
本

の
徳
仁
天
皇
が
招
待
さ
れ
る
予
定
と
な
（
50
）

っ
た
。

し
か
し
同
年
か
ら
世
界
を
席
巻
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
ま
ん
延
の
た
め
、
天
皇
皇
后
に
よ
る
訪
英
は
し
ば
ら
く
延

期
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
〇
二
二
年
九
月
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
が
突
然
逝
去
し
た
。
天
皇
皇
后
は
そ
の
国
葬
に
駆
け
つ
け
た
。
次
代

の
チ
ャ
ー
ル
ズ
三
世
（
在
位
二
〇
二
二
年
―
）
に
よ
り
、
い
ず
れ
天
皇
皇
后
に
訪
英
も
打
診
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス

イギリス王室から見た日英同盟
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訪
問
が
実
現
し
た
暁
に
は
、
徳
仁
天
皇
に
日
本
に
と
っ
て
五
つ
め
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
も
高
い
。
そ
れ
は
ブ

レ
グ
ジ
ッ
ト
後
の
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
が
再
び
蜜
月
の
時
代
を
築
く
、
新
た
な
る
「
日
英
同
盟
」
の
表
象
と
も
い
う
べ
き
栄
誉
と
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

注（
1
）G

.E.Buckle,ed.,The
Letters

ofQ
ueen

Victoria,2nd
series,vol.1

（John
M
urray,1926

）,p.51
:
Phipps

to
Russell,D

ecem
-

ber1862.

（
2
）
由
井
正
臣
校
注
『
後
は
昔
の
記

他
―
―
林
董
回
顧
録
』（
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
）、
三
二
一
頁
。
な
お
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
日

本
観
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
君
塚
直
隆
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
見
た
明
治
維
新
の
男
た
ち
」（
伊
藤
之
雄
編
『
維
新
の
政
治
変
革
と
思

想
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
二
年
、
第
八
章
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
は
、
君
塚
直
隆
『
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
の
国
際
政
治
―
―
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
と
古
典
外
交
の
時

代
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
海
軍
政
策
に
つ
い
て
は
、
田
所
昌
幸
編
『
ロ
イ
ヤ
ル
・
ネ
イ
ヴ
ィ
ー
と
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）Edw
ard

V
IIPapers,The

RoyalA
rchives,W

indsorCastle,RA
V
IC/M

A
IN
/R/22/51:

Salisbury
to

the
K
ing,16

A
ugust1901.

ウ
ィ
ン
ザ
ー
城
内
の
王
室
文
書
館
所
蔵
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
二
世
女
王
陛
下
よ
り
閲
覧
と
使
用
を
許
可
い
た
だ
い
た
。
記

し
て
感
謝
し
た
い
。
以
下
、
同
文
書
館
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
史
料
番
号
の
み
記
載
す
る
。

（
6
）RA

V
IC/M

A
IN
/W

/42/39:
Lansdow

ne
to
the

K
ing,16

O
ctober1901.

（
7
）
伊
藤
博
文
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
訪
問
に
つ
い
て
は
、
君
塚
直
隆
「
伊
藤
博
文
の
ロ
シ
ア
訪
問
と
日
英
同
盟
―
―
イ
ギ
リ
ス
政
府
首
脳
部
の
対
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応
を
中
心
に
―
―
」『
神
奈
川
県
立
外
語
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
三
―
四
八
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）Lansdow

ne
Papers,Bow

ood
H
ouse,Lans

（5

）9L/30/47:
K
nollys

to
Barrington,18

D
ecem

ber
1901.

ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
文
書
に

つ
い
て
は
、
現
在
の
第
九
代
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
侯
爵
よ
り
閲
覧
と
使
用
を
許
可
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
同
文
書
は
一
九
九
五
年
か
ら
大
英
図

書
館
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）Foreign

O
ffice

Papers,The
N
ationalA

rchives,FO
46/546,ff.54

―55:
Lansdow

ne
to
H
ayashi,26

D
ecem

ber1901.

（
10
）RA

V
IC/M

A
IN
/W

/42/45a:
Lansdow

ne
to
the

K
ing,6

January
1902;

Lansdow
ne

Papers,Lans

（5

）9L/30/47:
The

K
ing

to

Lansdow
ne,7

January
1902.

（
11
）
君
塚
「
伊
藤
博
文
の
ロ
シ
ア
訪
問
と
日
英
同
盟
」、
三
九
頁
。

（
12
）Lansdow

ne
Papers,The

N
ationalA

rchives,FO
800/134,ff.108

―110:
M
acD

onald
to
Barrington,9

A
pril1902.

（
13
）
ガ
ー
タ
ー
勲
章
に
つ
い
て
は
、
君
塚
直
隆
『
女
王
陛
下
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
―
―
英
国
勲
章
外
交
史
』（
中
公
文
庫
、
二
〇
一
四
年
）
第

1
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
）RA

V
IC/M

A
IN
/B/32/19:

G
ranville

to
the

Q
ueen,14

D
ecem

ber
1880;

RA
V
IC/M

A
IN
/B/32/25:

G
ranville

to
Ponsonby,20

D
ecem

ber
1880;

RA
V
IC/M

A
IN
/B/32/30:

G
ranville

to
Ponsonby,5

January
1881.

ス
タ
ー
・
オ
ブ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
勲
章
に
つ
い

て
は
、
君
塚
『
女
王
陛
下
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
』、
第
2
章
第
3
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）Lansdow
ne

Papers,FO
800/132,ff.127

―131:
The

K
ing’s

M
em

orandum
,20

A
ugust1902.

（
16
）
ペ
ル
シ
ャ
皇
帝
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
与
え
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
君
塚
『
女
王
陛
下
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
』、
第
3
章
第
1
節
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
17
）RA

V
IC/M

A
IN
/W

/42/1:
Lansdow

ne
to
the

K
ing,13

February
1901.

（
18
）RA

V
IC/M

A
IN
/W

/42/84:
Lansdow

ne
to
the

K
ing,18

June
1902.

（
19
）RA

G
EO

/V
/J
1534:

K
nollys

to
Balfour,4

N
ovem

ber
1902;

RA
V
IC/M

A
IN
/W

/43/17:
Lansdow

ne
to

K
nollys,26

N
ovem

-
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ber1902.

（
20
）Lansdow

ne
Papers,FO

800/134,ff.138

―141:
M
acD

onald
to
Barrington,5

N
ovem

ber1902.
（
21
）Lansdow

ne
Papers,FO

800/134,ff.145

―146:
Barrington

to
Lansdow

ne,28
January

1903.
（
22
）
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
と
日
露
戦
争
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
君
塚
直
隆
「
日
露
戦
争
と
日
英
王
室
外
交
―
―
明
治
天
皇
へ
の
ガ
ー
タ
ー

勲
章
授
与
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
軍
事
史
学
会
編
『
日
露
戦
争
（
一
）
―
―
国
際
的
文
脈
―
―
』
錦
正
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
二
―
一

二
四
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
23
）BalfourPapers,British

Library,A
dd

M
SS

49729,ff.55

―56:
Lansdow

ne
to
Balfour16

January
1905.

（
24
）Balfour

Papers,A
dd

M
SS

49685,ff.6

―8:
Balfour

to
the

K
ing,9

June
1905;

Lansdow
ne

Papers,FO
800/134,ff.256

―258:

Balfour
to

the
K
ing,3

A
ugust1905;

Balfour
Papers,A

dd
M
SS

49685,f.20:
K
nollys

to
Balfour,5

A
ugust1905;

Ibid.,ff.21

―22:
K
nollys

to
Balfour,10

A
ugust1905.

（
25
）RA

V
IC/M

A
IN
/W

/39/111:
Esherto

K
nollys,31

A
ugust1905.

（
26
）BalfourPapers,A

dd
M
SS

49729,ff.184
―185:

Lansdow
ne

to
Balfour,8

O
ctober1905.

（
27
）Lansdow

ne
Papers,FO

800/134,f.285:
M
acD

onald
to
the

Foreign
O
ffice,19

O
ctober1905.

（
28
）
Ａ
・
Ｂ
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
（
長
岡
祥
三
訳
）『
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
日
本
日
記
―
―
英
国
貴
族
の
見
た
明
治
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二

〇
〇
一
年
）、
三
六
頁
。

（
29
）RA
V
IC/M

A
IN
/W

/51/107:
H
ardinge

to
K
nollys,

2
June

1907;
RA

V
IC/M

A
IN
/W

/51/111:
H
ardinge

to
K
nollys,

6
June

1907.

（
30
）RA

V
IC/M

A
IN
/A
/34/14:

Russellto
the

Q
ueen,26

D
ecem

ber1865.

（
31
）RA

V
IC/M

A
IN
/Z/454/31:

The
Q
ueen

to
G
ranville,16

M
arch

1881;
G
ranville

Papers,The
N
ationalA

rchives,PRO
30/29/

46:
G
ranville

to
the

Prince
of

W
ales,

21
M
arch

1881;
RA

V
IC/M

A
IN
/Z/454/48:

The
Prince

of
W
ales

to
the

Q
ueen,

24
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M
arch

1881.

（
32
）A

ntony
Best,“A

RoyalA
lliance:

CourtD
iplom

acy,1902

―1941,”
in

Peter
K
ornicki,A

ntony
Best&

H
ugh

Cortazzi,British

Royaland
Japanese

Im
perialRelations

1868

―2018

（Renaissance
Books,2019

）,p.93.

（
33
）
君
塚
直
隆
『
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
―
―
大
衆
民
主
政
治
時
代
の
君
主
』（
日
経
プ
レ
ミ
ア
シ
リ
ー
ズ
、
二
〇
一
一
年
）、
二
〇
〇
―
二
〇
六

頁
。
ま
た
、
こ
の
兄
弟
の
世
界
周
遊
の
旅
に
つ
い
て
は
、
二
人
の
補
導
役
が
残
し
た
日
誌
に
よ
る
、John

N
.
D
alton,

The
C
ruise

of

H
er
M
ajesty’s

Ship
“Bacchante”,1879

―1882/com
plied

from
the
private

journals,letters
and

notebooks
ofPrince

AlbertVictor

and
Prince

G
eorge

ofW
ales,w

ith
additions

by
John

N
.D
alton

（M
acm

illan,1886

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ア
ジ
ア
周
遊
に
つ
い
て

は
、vol.II

に
所
収
。

（
34
）G

eorge
V
Papers,RA

G
V
/PRIV

/G
V
D
/1921:

The
K
ing’s

D
iary,

9
M
ay

1921.

ま
た
、
裕
仁
の
イ
ギ
リ
ス
訪
問
に
関
す
る
最
近

の
研
究
と
し
て
は
、
君
塚
直
隆
「
立
憲
君
主
制
の
理
想
像
と
大
衆
民
主
政
治
の
到
来
」（「
20
世
紀
と
日
本
」
研
究
会
編
『
も
う
ひ
と
つ
の

戦
後
史

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
・
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
』
千
倉
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
第
9
章
）、
君
塚
直
隆
「
立
憲
君
主
制
と
象

徴
天
皇
制
―
―
イ
ギ
リ
ス
君
主
制
か
ら
の
影
響
を
考
え
る
―
―
」（
茶
谷
誠
一
編
『
象
徴
天
皇
制
の
ゆ
く
え
』
志
學
館
大
学
出
版
会
、
二

〇
二
〇
年
、
第
五
章
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
35
）
原
奎
一
郞
編
『
原
敬
日
記
』
第
五
巻
（
福
村
出
版
、
一
九
八
一
年
）、
四
四
九
頁
。
大
正
一
〇
年
九
月
二
〇
日
。

（
36
）Foreign
O
ffice

Papers,The
N
ationalA

rchives,FO
372/2283

T16215/13338/379:
Cham

berlain
to
Tilley,1

January
1927.

（
37
）RA
PS/G

V
/PS

45786:
Cham

berlain
to
Tilley,14

A
pril1927.

（
38
）RA

PS/G
V
/PS

45788:
Cham

berlain
to
Tilley,15

M
ay

1927.

（
39
）Cham

berlain
Papers,The

N
ationalA

rchives,FO
800/261:

Tilley
to
Cham

berlain,9
June

1927.

（
40
）Best,op.cit.,pp.114

―115.

（
41
）
高
松
宮
夫
妻
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
訪
の
旅
に
つ
い
て
は
、
平
野
久
美
子
『
高
松
宮
同
妃
殿
下
の
グ
ラ
ン
ド
・
ハ
ネ
ム
ー
ン
』（
中
央
公
論
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新
社
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
42
）Best,op.cit.,p.118.

（
43
）
戴
冠
式
の
様
子
は
、
吉
田
雪
子
（
長
岡
祥
三
編
訳
）『
ジ
ョ
ー
ジ
六
世
戴
冠
式
と
秩
父
宮
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
44
）G

eorge
V
I
Papers,

RA
PS/PSO

/G
V
I/C/130/35:

H
ardinge

to
Sargent,

10
D
ecem

ber
1941;

RA
PS/PSO

/G
V
I/C/130/40:

H
ardinge’s

M
em

orandum
,23

D
ecem

ber1941.

（
45
）
君
塚
『
女
王
陛
下
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
』、
第
4
章
第
1
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
46
）
同
書
、
第
2
章
第
2
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
47
）
田
島
道
治
『
昭
和
天
皇
拝
謁
記
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
二
年
）、
一
〇
五
頁
。
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
三
月
三
日
。

（
48
）
波
多
野
勝
『
明
仁
皇
太
子

エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
戴
冠
式
列
席
記
』（
草
思
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
49
）
君
塚
『
女
王
陛
下
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
』、
第
6
章
第
2
節
。

（
50
）
君
塚
直
隆
『
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
―
―
史
上
最
長
・
最
強
の
イ
ギ
リ
ス
君
主
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）、
第
Ⅴ
章
。
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